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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造において、
　互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、
　これらの床根太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設さ
れる側根太と、
　前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太および
前記床根太の端部が固定される端根太と、
　前記天井板を吊り下げるための天井用梁であって前記端根太に跨って前記側根太と略平
行に配置される天井用梁とを備え、
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なくとも１つの根太は
、前記上階または下階の壁で支持されており、
　前記天井用梁は、前記壁の近傍にのみ設けられていることを特徴とする床‐天井構造。
【請求項２】
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群は、
　前記上階または下階の第１の壁で支持される根太と、
　この第１の壁と離間する位置に配置される上階または下階の第２の壁で支持される根太
と、
　を含んでいて、
　前記天井用梁は、前記第１の壁と第２の壁の間の領域内で各壁の近傍に設けられており
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、
　前記各壁からその近傍の前記天井用梁までの距離は、前記第１の壁と第２の壁の間の距
離の１／４以下となっていることを特徴とする請求項１記載の床‐天井構造。
【請求項３】
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群は、
　前記上階または下階の第１の壁で支持される根太と、
　この第１の壁と離間する位置に配置される上階または下階の第２の壁で支持される根太
と、
　を含んでいて、
　前記天井用梁は、前記第１の壁と第２の壁の間の領域内で各壁の近傍に設けられており
、
　前記各壁からその近傍の前記天井用梁までの距離は、前記第１の壁と第２の壁の間の距
離の１／６以下となっていることを特徴とする請求項１記載の床‐天井構造。
【請求項４】
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群は、
　前記上階または下階の第１の壁で支持される根太と、
　この第１の壁と離間する位置に配置される上階または下階の第２の壁で支持される根太
と、
　を含んでいて、
　前記天井用梁は、前記第１の壁と第２の壁の間の領域内で各壁の近傍に設けられており
、
　前記各壁からその近傍の前記天井用梁までの距離は、前記第１の壁と第２の壁の間の距
離の１／８以下となっていることを特徴とする請求項１記載の床‐天井構造。
【請求項５】
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群は、
　前記上階または下階の第１の壁で支持される根太と、
　この第１の壁と離間する位置に配置される上階または下階の第２の壁で支持される根太
と、
　を含んでいて、
　前記天井用梁は、前記第１の壁と第２の壁の間の領域内で各壁の近傍に設けられており
、
　前記第１の壁と第２の壁の間には、少なくとも５本の床根太が配置されており、
　前記天井用梁は、前記各壁から２本目の床根太までの範囲内に設けられていることを特
徴とする請求項１記載の床‐天井構造。
【請求項６】
　上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造において、
　互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、
　これらの床根太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設さ
れる側根太と、
　前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、
　前記側根太および前記床根太の端部が固定される端根太と、
　前記端根太から前記天井板を吊り下げるための天井支持部と、
　を備え、
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なくとも１つの根太は
、前記上階または下階の壁で支持されており、
　前記天井支持部は、
　前記端根太に跨って配置される天井用梁と、
　この天井用梁に垂設される吊り部材と、
　この吊り部材に取り付けられる野縁受けと、
　この野縁受けに取り付けられ、
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　前記天井板が固定される野縁と、
　を有し、
　前記壁の近傍以外の領域には、前記天井用梁、吊り部材、野縁受け、野縁のうち少なく
とも１つが設けられていないことを特徴とする床‐天井構造。
【請求項７】
　上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造において、
　互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、
　これらの床根太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設さ
れる側根太と、
　前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太および
前記床根太の端部が固定される端根太と、
　前記端根太から前記天井板を吊り下げるための天井支持部と、
　を備え、
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なくとも１つの根太は
、前記上階または下階の壁で支持されており、
　前記天井支持部は、
　前記端根太に跨って配置される天井用梁と、
　この天井用梁に垂設される吊り部材と、
　この吊り部材に取り付けられる野縁受けと、
　この野縁受けに取り付けられ、前記天井板が固定される野縁と、
　を有し、
　前記壁の近傍以外の領域では、前記天井用梁、吊り部材、野縁受け、野縁のうち少なく
とも１つがその他のものに連結されていないことを特徴とする床‐天井構造。
【請求項８】
　上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造において、
　互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、
　これらの床根太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設さ
れる側根太と、
　前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太および
前記床根太の端部が固定される端根太と、
　前記端根太から前記天井板を吊り下げるための天井支持部と、
　を備え、
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なくとも１つの根太は
、前記上階または下階の壁で支持されており、
　前記天井支持部は、
　前記端根太に跨って配置される天井用梁と、
　この天井用梁に垂設される吊り部材と、
　この吊り部材に取り付けられ、前記天井板が固定される野縁と、
　を有し、
　前記壁の近傍以外の領域には、前記天井用梁、吊り部材、野縁のうち少なくとも１つが
設けられていないことを特徴とする床‐天井構造。
【請求項９】
　上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造において、
　互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、
　これらの床根太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設さ
れる側根太と、
　前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太および
前記床根太の端部が固定される端根太と、
　前記端根太から前記天井板を吊り下げるための天井支持部と、
　を備え、
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　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なくとも１つの根太は
、前記上階または下階の壁で支持されており、
　前記天井支持部は、
　前記端根太に跨って配置される天井用梁と、
　この天井用梁に垂設される吊り部材と、
　この吊り部材に取り付けられ、
　前記天井板が固定される野縁と、
　を有し、
　前記壁の近傍以外の領域では、前記天井用梁、吊り部材、野縁のうち少なくとも１つが
その他のものに連結されていないことを特徴とする床‐天井構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の壁で支持された床‐天井構造に関し、特に防音性能に優れたものに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、住宅建設において、木材の骨組みに床板を接合した床構造に代わり、金属形材製
の枠材と梁材とによる骨組みに床板を接合した床構造（鋼製住宅）が採用されるようにな
ってきた。この鋼製住宅は、金属形材製の枠材および梁材による骨組みを用いるため、耐
震性および耐久性を向上させることができる。
【０００３】
　また、このような金属形材製の枠材および梁材による骨組みを有する床構造を共同住宅
の上下階の境界にある界床として用いた場合（以下、床‐天井構造と呼ぶ。）、従来の木
材の骨組みによる床構造よりは改善されるものの消費者の要求の高まりによりさらに、防
音対策が必要になることがある。特に、人の飛びはねや歩行の際に階下に発生する衝撃音
（以下、重量床衝撃音とよぶ）等の対策が必要となる。
【０００４】
　一般的な重量床衝撃音の低減方法としては、（１）床構造の重量を増加させる方法、（
２）床構造の曲げ剛性を増加させる方法がある。また、衝撃力作用後の床振動を早く減衰
させて、不快感を抑制する方法として、（３）床に制振性を付与する方法等がある。さら
に、これらの（１）（２）（３）の方法を併用することも可能である。
【０００５】
　特許文献１には、部品数が増えることなく、また、床内の空間での配管の妨げとならず
に、階上の重量床衝撃音振動モードの振動を天井で分散させて階下への重量床衝撃音を低
減させた天井構造及び建物を提供する天井構造および建物について開示されている。
【０００６】
　特許文献１記載の天井構造および建物においては、天井パネルの野縁に取着した錘部材
によって、階上の重量床衝撃音振動モードの振動を天井パネルで分散させて、階下への重
量床衝撃音を低減することになり、錘部材が天井パネルの野縁に取着されているので、そ
の錘部材を取り付けるための部品数が増えることなく、また、床部内の空間が全く閉鎖さ
れないので、床部内での配管の妨げとならないという効果がある。さらに、錘部材を取着
した天井パネルの周縁部が防振ゴムを介して床根太に取着されているので、天井パネルに
おける振動分散がより有効になされ、錘部材による重量床衝撃音の低減効果がさらに向上
するという効果が得られる。
【０００７】
　また、特許文献２には、軽量衝撃時及び重量衝撃時のどちらに対しても、階上から階下
への振動の伝搬を抑制して床衝撃音を低減させることができ、特に低周波数域での遮音性
を向上させることができる防音天井構造について開示されている。
【０００８】
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　特許文献２記載の防音天井構造においては、天井基材から吊り具を介して天井材に振動
が伝搬する際に、防振材が振動減衰作用を持つことにより、固体伝搬により生じる天井材
の振動レベルを大幅に低減させることができるという効果が得られる。
【０００９】
　さらに、特許文献３には、広い周波数帯域の振動を吸収可能な天井用吊り具について開
示されている。
【００１０】
　特許文献３記載の天井用吊り具においては、天井裏の梁に取り付けられる上側取付部材
と、該上側取付部材の側から下方に延び、下端部分で天井下地を支持する下側取付部材と
を有し、前記上側取付部材と前記下側取付部材との連結部分にダンパ部材を備えた天井用
吊り具において、前記ダンパ部材は、振動吸収帯域が異なる複数の防振ゴムを備えている
ため、広い周波数帯域の振動を吸収することができるという効果が得られる。
【特許文献１】特開２００２－１２１８５６号公報
【特許文献２】特開平１０－１８３８４９号公報
【特許文献３】特開２００３－３１３９８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１～特許文献３のいずれの構造においても、錘部材を付加した
り、弾性体の内部に流体を封入したり、硬度の異なる防振ゴムを重ねて配置する必要があ
る。そのため、１箇所においてはわずかな部品またはコストの増加であっても、構造体が
大きくなるに伴い部品点数およびコストの増加も急激に上昇することとなる。
【００１２】
　本発明の目的は、広い周波数帯域に渡って床衝撃音を大きく低減することができ、かつ
部材の追加および複雑な設計が不要な床‐天井構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
（１）
　前記目的を達成するために、本発明は、上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構
造において、互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、これらの
床根太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設される側根太
と、前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太およ
び前記床根太の端部が固定される端根太と、前記天井板を吊り下げるための天井用梁であ
って前記端根太に跨って前記側根太と略平行に配置される天井用梁とを備え、前記側根太
および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なくとも１つの根太は、前記上階ま
たは下階の壁で支持されており、前記天井用梁は、前記壁の近傍にのみ設けられているこ
とを特徴とするものである。
【００１４】
　上述したように、第１の発明に係る床‐天井構造は、上階の床板と下階の天井板との間
の床‐天井構造において、互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太
と、これらの床根太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設
される側根太と、前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前
記側根太および前記床根太の端部が固定される端根太と、前記天井板を吊り下げるための
天井用梁であって前記端根太に跨って前記側根太と略平行に配置される天井用梁とを備え
、前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なくとも１つの根太は
、前記上階または下階の壁で支持されており、前記天井用梁は、前記壁の近傍にのみ設け
られているものである。
【００１５】
　第１の発明に係る床‐天井構造においては、側根太および端根太からなる枠体内に、床
根太が側根太と略平行で端根太に設置される。また、側根太および端根太からなる枠体内
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に、天井用梁が側根太と略平行で端根太に設置される。側根太および複数の床根太で構成
される根太群のうち少なくとも１つの根太が壁により支持され、天井用梁は、壁の近傍に
のみ設けられる。
【００１６】
　ここで、床板に力が作用し、振動が生じた場合、側根太および端根太からなる枠体に振
動が伝達される。根太群のうち少なくとも１つの根太が壁により支持されているので、前
記枠体における当該壁に支持される根太に対応する位置の振動が小さくなり、その位置か
ら離れた箇所の振動が大きくなる。したがって、前記壁の近傍にのみ天井用梁を設けるこ
とにより、天井用梁の振動を低減させることができるため、床板から天井板に伝達される
振動を低減させることができる。
【００１７】
　その結果、簡易な構造で広い周波数帯域の衝撃音を低減することができる。特に、重量
床衝撃音は、このような構造では空気伝搬成分より固体伝搬成分の寄与度が大きいため、
天井用梁の振動を低減させることにより大きな低減効果を得ることができる。
【００１８】
（２）
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群は、前記上階または下階の第１
の壁で支持される根太とこの第１の壁と離間する位置に配置される上階または下階の第２
の壁で支持される根太とを含んでいて、前記天井用梁は、前記第１の壁と第２の壁の間の
領域内で各壁の近傍に設けられており、前記各壁からその近傍の前記天井用梁までの距離
は、前記第１の壁と第２の壁の間の距離の１／４以下となっていることが好ましい。
【００１９】
　この場合、各壁からその近傍の天井用梁までの距離が第１の壁と第２の壁の間の距離の
１／４以下となっているので、例えば、床が端根太の長手方向において１次モードまたは
２次モードで振動した場合でも、天井用梁が振動の腹（振幅最大部分）に配置されず、振
動の節（振幅の最小部分）の近傍に設けられるので、床板から天井に伝わる振動を低減す
ることができる。
【００２０】
（３）
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群は、前記上階または下階の第１
の壁で支持される根太とこの第１の壁と離間する位置に配置される上階または下階の第２
の壁で支持される根太とを含んでいて、前記天井用梁は、前記第１の壁と第２の壁の間の
領域内で各壁の近傍に設けられており、前記各壁からその近傍の前記天井用梁までの距離
は、前記第１の壁と第２の壁の間の距離の１／６以下となっていることが好ましい。
【００２１】
　この場合、各壁からその近傍の天井用梁までの距離が第１の壁と第２の壁の間の距離の
１／６以下となっているので、例えば、床が端根太の長手方向において１次、２次または
３次モードで振動した場合でも、天井用梁が振動の腹（振幅最大部分）に配置されず、振
動の節（振幅の最小部分）の近傍に設けられるので、床板から天井に伝わる振動を低減す
ることができる。
【００２２】
（４）
　前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群は、前記上階または下階の第１
の壁で支持される根太とこの第１の壁と離間する位置に配置される上階または下階の第２
の壁で支持される根太とを含んでいて、前記天井用梁は、前記第１の壁と第２の壁の間の
領域内で各壁の近傍に設けられており、前記各壁からその近傍の前記天井用梁までの距離
は、前記第１の壁と第２の壁の間の距離の１／８以下となっていることが好ましい。
【００２３】
　この場合、各壁からその近傍の天井用梁までの距離が第１の壁と第２の壁の間の距離の
１／８以下となっているので、例えば、床が端根太の長手方向において１次～４次モード
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で振動した場合でも、天井用梁が振動の腹（振幅最大部分）に配置されず、振動の節（振
幅の最小部分）の近傍に設けられるので、床板から天井に伝わる振動を低減することがで
きる。
【００２４】
（５）
　前記第１の壁と第２の壁の間には、少なくとも５本の床根太が配置されており、前記天
井用梁は、前記各壁から２本目の床根太までの範囲内に設けられていることが好ましい。
【００２５】
　この場合、壁に近接した位置に天井用梁が設けられるので、床板の大きな振幅が天井板
に伝達されず振動を低減することができる。
【００２６】
（６）
　第２の発明に係る床‐天井構造は、上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造に
おいて、互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、これらの床根
太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設される側根太と、
前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太および前
記床根太の端部が固定される端根太と、前記端根太から前記天井板を吊り下げるための天
井支持部とを備え、前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なく
とも１つの根太は、前記上階または下階の壁で支持されており、前記天井支持部は、前記
端根太に跨って配置される天井用梁と、この天井用梁に垂設される吊り部材と、この吊り
部材に取り付けられる野縁受けと、この野縁受けに取り付けられ、前記天井板が固定され
る野縁とを有し、前記壁の近傍以外の領域には、前記天井用梁、吊り部材、野縁受け、野
縁のうち少なくとも１つが設けられていないものである。
【００２７】
　第２の発明に係る床‐天井構造においては、側根太および端根太からなる枠体内に、床
根太が側根太と略平行で端根太に設置される。また、側根太および端根太からなる枠体内
に、天井支持部が端根太に設置される。側根太および複数の床根太で構成される根太群の
うち少なくとも１つの根太が壁に支持されており、また、天井支持部は、天井用梁、吊り
部材、野縁受け、野縁を含み、壁の近傍以外の領域において天井用梁、吊り部材、野縁受
け、野縁のうち少なくとも１つが設けられていない。
【００２８】
　ここで、床板に力が作用し、振動が生じた場合、側根太および端根太からなる枠体に振
動が伝達される。根太群のうち少なくとも１つの根太が壁に支持されているので、前記枠
体における当該壁に支持される根太に対応する位置の振動が小さくなり、その位置から離
れた箇所の振動が大きくなる。したがって、前記壁の近傍以外の領域に、天井支持部を構
成する天井用梁、吊り部材、野縁受け、野縁のうち少なくとも１つを設けないことにより
、床板から天井板に伝達される振動を低減させることができる。したがって、簡易な構造
で広い周波数帯域の衝撃音を低減することができる。特に、重量床衝撃音は、このような
構造では空気伝搬成分より固体伝搬成分の寄与度が大きいため、振幅の大きい部分に天井
用梁、吊り部材、野縁受け、野縁のうち少なくとも１つを設けないで振動を低減させるこ
とにより大きな低減効果を得ることができる。
【００２９】
（７）
　第３の発明に係る床‐天井構造は、上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造に
おいて、互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、これらの床根
太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設される側根太と、
前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太および前
記床根太の端部が固定される端根太と、前記端根太から前記天井板を吊り下げるための天
井支持部とを備え、前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なく
とも１つの根太は、前記上階または下階の壁で支持されており、前記天井支持部は、前記
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端根太に跨って配置される天井用梁と、この天井用梁に垂設される吊り部材と、この吊り
部材に取り付けられる野縁受けと、この野縁受けに取り付けられ、前記天井板が固定され
る野縁とを有し、前記壁の近傍以外の領域では、前記天井用梁、吊り部材、野縁受け、野
縁のうち少なくとも１つがその他のものに連結されていないものである。
【００３０】
　第３の発明に係る床‐天井構造においては、側根太および端根太からなる枠体内に、床
根太が側根太と略平行で端根太に設置される。また、側根太および端根太からなる枠体内
に、天井支持部が端根太に設置される。側根太および複数の床根太で構成される根太群の
うち少なくとも１つの根太が壁に支持される。また、天井支持部は、天井用梁、吊り部材
、野縁受け、野縁を含み、壁の近傍以外の領域において天井用梁、吊り部材、野縁受け、
野縁のうち少なくとも１つがその他のものに連結されていない。
【００３１】
　ここで、床板に力が加えられ、振動が生じた場合、側根太および端根太からなる枠体に
振動が伝達される。根太群のうち少なくとも１つの根太が壁に支持されているので、前記
枠体における当該壁に支持される根太に対応する位置の振動が小さくなり、その位置から
離れた箇所の振動が大きくなる。したがって、前記壁の近傍以外の領域では、天井支持部
を構成する天井用梁、吊り部材、野縁受け、野縁のうち少なくとも１つをその他のものに
連結させないことにより、床板から天井に伝達される振動を低減させることができる。し
たがって、簡易な構造で広い周波数帯域の衝撃音を低減することができる。特に、重量床
衝撃音は、このような構造では空気伝搬成分より固体伝搬成分の寄与度が大きいため、振
幅の大きい部分において、天井用梁、吊り部材、野縁受け、野縁のうち少なくとも１つを
その他のものに連結させないで振動を低減させることにより大きな低減効果を得ることが
できる。
【００３２】
（８）
　第４の発明に係る床‐天井構造は、上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造に
おいて、互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、これらの床根
太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設される側根太と、
前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太および前
記床根太の端部が固定される端根太と、前記端根太から前記天井板を吊り下げるための天
井支持部とを備え、前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なく
とも１つの根太は、前記上階または下階の壁で支持されており、前記天井支持部は、前記
端根太に跨って配置される天井用梁と、この天井用梁に垂設される吊り部材と、この吊り
部材に取り付けられ、前記天井板が固定される野縁とを有し、前記壁の近傍以外の領域に
は、前記天井用梁、吊り部材、野縁のうち少なくとも１つが設けられていないものである
。
【００３３】
　第４の発明に係る床‐天井構造においては、側根太および端根太からなる枠体内に、床
根太が側根太と略平行で端根太に設置される。また、側根太および端根太からなる枠体内
に、天井支持部が端根太に設置される。側根太および複数の床根太で構成される根太群の
うち少なくとも１つの根太が壁に支持される。また、天井支持部は、天井用梁、吊り部材
、野縁を含み、壁の近傍以外の領域において天井用梁、吊り部材、野縁のうち少なくとも
１つが設けられていない。
【００３４】
　ここで、床板に力が作用し、振動が生じた場合、側根太および端根太からなる枠体に振
動が伝達される。根太群のうち少なくとも１つの根太が壁に支持されているので、前記枠
体における当該壁に支持される根太に対応する位置の振動が小さくなり、その位置から離
れた箇所の振動が大きくなる。したがって、前記壁の近傍以外の領域に、天井支持部を構
成する天井用梁、吊り部材、野縁のうち少なくとも１つを設けないことにより、床板から
天井板に伝達される振動を低減させることができる。したがって、簡易な構造で広い周波
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数帯域の衝撃音を低減することができる。特に、重量床衝撃音は、このような構造では空
気伝搬成分より固体伝搬成分の寄与度が大きいため、振幅の大きい部分に天井用梁、吊り
部材、野縁のうち少なくとも１つを設けないで振動を低減させることにより大きな低減効
果を得ることができる。
【００３５】
（９）
　第５の発明に係る床‐天井構造は、上階の床板と下階の天井板との間の床‐天井構造に
おいて、互いに略平行に並ぶ状態で特定方向に配列される複数の床根太と、これらの床根
太と略平行に並ぶ状態で当該床根太を前記特定方向から挟む位置に配設される側根太と、
前記床根太を前記特定方向と直交する方向から挟む位置に配設され、前記側根太および前
記床根太の端部が固定される端根太と、前記端根太から前記天井板を吊り下げるための天
井支持部とを備え、前記側根太および前記複数の床根太で構成される根太群のうち少なく
とも１つの根太は、前記上階または下階の壁で支持されており、前記天井支持部は、前記
端根太に跨って配置される天井用梁と、この天井用梁に垂設される吊り部材と、この吊り
部材に取り付けられ、前記天井板が固定される野縁とを有し、前記壁の近傍以外の領域で
は、前記天井用梁、吊り部材、野縁のうち少なくとも１つがその他のものに連結されてい
ないものである。
【００３６】
　第５の発明に係る床‐天井構造においては、側根太および端根太からなる枠体内に、床
根太が側根太と略平行で端根太に設置される。また、側根太および端根太からなる枠体内
に、天井支持部が端根太に設置される。側根太および複数の床根太で構成される根太群の
うち少なくとも１つの根太が壁により支持される。また、天井支持部は、天井用梁、吊り
部材、野縁を含み、壁の近傍以外の領域において天井用梁、吊り部材、野縁のうち少なく
とも１つがその他のものに連結されていない。
【００３７】
　ここで、床板に力が加えられ、振動が生じた場合、側根太および端根太からなる枠体に
振動が伝達される。根太群のうち少なくとも１つの根太が壁に支持されているので、前記
枠体における当該壁に支持される根太に対応する位置の振動が小さくなり、その位置から
離れた箇所の振動が大きくなる。したがって、前記壁の近傍以外の領域では、天井支持部
を構成する天井用梁、吊り部材、野縁受け、野縁のうち少なくとも１つをその他のものに
連結させないことにより、床板から天井板に伝達される振動を低減させることができる。
したがって、簡易な構造で広い周波数帯域の衝撃音を低減することができる。特に、重量
床衝撃音は、このような構造では空気伝搬成分より固体伝搬成分の寄与度が大きいため、
振幅の大きい部分において、天井用梁、吊り部材、野縁のうち少なくとも１つをその他の
ものに連結させないで振動を低減させることにより大きな低減効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、本発明に係る実施の形態について説明する。
【００３９】
　（第１の実施の形態）
　図１は第１の実施の形態に係る床‐天井構造１００の一例を示す斜視図であり、図２は
図１の床‐天井構造１００の平面図である。
【００４０】
　図１および図２の床‐天井構造１００は、上階の床板５０と下階の天井板６０（図示せ
ず）との間の構造であり、主に端根太１１、側根太１２、床根太２０、天井用梁３０、吊
り部材３１（図示せず）、野縁受け３２（図示せず）、野縁３３（図示せず）を含む。な
お、天井用梁３０、吊り部材３１、野縁受け３２、野縁３３は、端根太１１から天井板６
０を吊り下げるための天井支持部を構成する。
【００４１】
　図１および図２に示すように、床‐天井構造１００では、互いに略平行に配置される一
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対の端根太１１およびこの端根太１１と略直交するように配置される一対の側根太１２の
端部がそれぞれ接続されることにより矩形状の枠体が形成される。前記枠体内には、側根
太１２と略平行に複数の床根太２０が配置されていて、それらの床根太２０の両端部はそ
れぞれ一対の端根太１１に固設される。換言すれば、一対の側根太１２は、床根太２０を
その配列方向から挟む位置に配設され、一対の端根太１１は、床根太２０をその配列方向
と直交する方向から挟む位置に配設されている。一対の端根太１１および側根太１２と、
複数の床根太２０とにより床板５０が固持される。
【００４２】
　また、図２に示すように、前記枠体内には、一対の側根太１２および複数の床根太２０
と略平行に複数の天井用梁３０が配置され、それらの天井用梁３０の両端部はそれぞれ一
対の端根太１１に固設される。この天井用梁３０の数および配置の詳細については後述す
る。
【００４３】
　図３は、天井用梁３０の詳細を示す模式的斜視図である。図３に示すように、一対の端
根太１１の上面、一対の側根太１２の上面、および複数の床根太２０の上面は、ほぼ同高
さとなっており、床板５０を支持可能になっている。端根太１１は、内側に開口する略コ
字状の断面形状を有していて、側根太１２および床根太２０の両端部は、端根太１１の開
口内に入り込んでいる。なお、端根太１１の断面形状は、略コ字状に限らず、例えばＩ字
状等の他の形状であってもよい。天井用梁３０は、断面が略コ字状をなすものである。な
お、天井用梁３０の断面形状は、略コ字状に限定されず、ロ字状、Ｚ字状等任意の形状で
あってもよい。
【００４４】
　天井用梁３０には、図４（ａ）に示すように、吊り部材３１が垂設されていて、天井用
梁３０からは吊り部材３１が下方に延びている。吊り部材３１の材質は、木または金属か
らなり、特に金属製の場合、吊り金物、吊り金具とも呼ばれる。この吊り部材３１の下部
には、天井板６０が固定される野縁３３が野縁受け３２を介して取り付けられている。野
縁受け３２は、野縁３３と略直交する方向に延びる棒状の部材である。なお、野縁受け３
２は、吊り部材３１の下端よりも上側の位置に取り付けられてもよいし、吊り部材３１の
下端に吊り部材３１よりも下側に張り出す状態で取り付けられてもよい。
【００４５】
　この天井用梁３０は、一対の端根太１１の上面から突出することなく設けられる。そし
て、吊り部材３１も一対の端根太１１の上面から突出することなく設けられ、下面から突
出して設けられる。すなわち、天井用梁３０は、床板５０と接しないように設けられ、天
井用梁３０には、吊り部材３１、野縁受け３２および野縁３３を介して天井板６０が取り
付けられる。
【００４６】
　次に、床‐天井構造１００における振動の伝達メカニズムを説明する。図４（ａ）およ
び図４（ｂ）は、床板５０からの振動伝達を説明するための図である。図４（ａ）は、床
‐天井構造１００の構造を示す断面図であり、図４（ｂ）は、床板５０に力Ｆが与えられ
た場合の挙動を説明するための図である。
【００４７】
　まず、図４（ｂ）に示すように、床板５０に力Ｆが与えられる。これにより発生した振
動は、固体伝搬成分として端根太１１、側根太１２および床根太２０に伝えられる。端根
太１１に伝達された振動が天井用梁３０に伝えられ、側根太１２および複数の床根太２０
に伝えられた振動は、端根太１１を介して天井用梁３０に伝えられる。天井用梁３０に伝
えられた振動は、吊り部材３１、野縁受け３２および野縁３３を介して天井板６０に伝え
られる。
【００４８】
　また、床板５０に力Ｆが与えられた場合、同時に空気伝搬成分（音）として床板５０の
振動が床‐天井構造体内の空気を介して天井板６０に伝わる。このような構造では、空気
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伝搬成分よりも固体伝搬成分が支配的である。
【００４９】
　次に、本実施の形態における床板５０、枠体および床根太２０の構造（以下、床板５０
、床根太２０、枠体（端根太１１および側根太１２）をまとめて床２００と呼ぶ。）にお
ける振動の一般的形態について説明する。なお、本実施の形態においては、床２００の端
根太１１の長手方向における振動モードの発生が顕著であるので、一方向における振動モ
ードのみについて説明する。
【００５０】
　図５（ａ）～図５（ｅ）は、２つの床２００ａ，２００ｂが端根太１１の長手方向に並
べられて構成された床の振動を説明するための模式図である。図５（ａ）は床の模式的断
面図であり、図５（ｂ）は床の１次モードを示し、図５（ｃ）は床の２次モードを示し、
図５（ｄ）は床の３次モードを示し、図５（ｅ）は床の４次モードを示す。なお、床２０
０ａおよび床２００ｂにより仕切られた空間の上部が上階となり、下部が下階となる。
【００５１】
　図５（ａ）に示すように、２つの床２００ａ，２００ｂは、互いの側根太１２が接触す
る状態で配置されている。なお、床２００ａ，２００ｂは、互いの側根太１２同士の間に
所定の隙間が形成されるように配置されていてもよいし、互いの側根太１２が共通に使用
されるように一体に構成されていてもよい。
【００５２】
　床２００ａの一端側（図５（ａ）では左側）の端部に壁７０が上下に設けられ、床２０
０ａの中央部の上面に壁７０が設けられている。具体的には、上下に設けられた壁７０は
、床２００ａの一端側の側根太１２に連結されており、上階の左から２番目の壁７０は、
中央部の床根太２０に連結されている。換言すれば、一端側の側根太１２は、下階および
上階の壁７０に支持されており、中央部の床根太２０は、上階の壁７０に支持されている
。
【００５３】
　また、床２００ｂの他端側（図５（ａ）では右側）の端部に壁７０が上下に設けられ、
床２００ｂの中央部の下面に壁７０が設けられている。具体的には、上下に設けられた壁
７０は、床２００ａの他端側の側根太１２に連結されており、下階の右から２番目の壁７
０は、中央部の床根太２０に連結されている。換言すれば、他端側の側根太１２は、下階
および上階の壁７０に支持されており、中央部の床根太２０は、下階の壁７０に支持され
ている。
【００５４】
　以下、説明のために、床２００ａの上階だけに設けられた壁７０から床２００ｂの下階
だけに設けられた壁７０までの距離を距離Ｌとして表す。
【００５５】
　図５（ａ）に示す床２００ａおよび床２００ｂに着目した場合、枠体における壁７０に
支持される根太に対応する位置が振動の節となる。したがって、床板５０に与えられる力
Ｆが、一次固有振動数と一致する周波数成分を含んでいる場合には、図５（ｂ）に示すよ
うに、床２００ａおよび床２００ｂが一次モードで振動する。すなわち、上階のみに存在
する壁７０からの距離Ｌ／２の部分の振幅が最大（腹）となり、壁７０に近接した部分の
振幅が最小（節）となる。
【００５６】
　また、床板５０に与えられる力Ｆが、二次固有振動数と一致する周波数成分を含んでい
る場合には、図５（ｃ）に示すように、床２００ａおよび床２００ｂが２次モードで振動
する。この場合、上階のみに存在する壁７０からの距離Ｌ／４、３Ｌ／４の部分の振幅が
最大となり、Ｌ／２の部分と、壁７０に近接した部分との振幅が最小となる。
【００５７】
　さらに、床板５０に与えられる力Ｆが、三次固有振動数と一致する周波数成分を含んで
いる場合には、図５（ｄ）に示すように、床２００ａおよび床２００ｂが３次モードで振
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動する。この場合、上階にのみ存在する壁７０から距離Ｌ／３、２Ｌ／３の部分と、壁７
０に近接した部分とで振幅が最小となる。
【００５８】
　さらに、床板５０に与えられる力Ｆが、四次固有振動数と一致する周波数成分を含んで
いる場合には、図５（ｅ）に示すように、床２００ａおよび床２００ｂが４次モードで振
動することとなる。この場合、上階にのみ存在する壁７０から距離Ｌ／４毎の部分と、壁
７０に近接した部分とで振幅が最小となる。
【００５９】
　したがって、この床２００ａ，２００ｂの端根太１１の長手方向における振動モードを
考慮して、床２００ａ，２００ｂの振動の少ない部分に天井用梁３０を設けることが好ま
しい。
【００６０】
　続いて、図５で説明した一般的振動形態の他の例について説明する。図６（ａ）～図６
（ｅ）は、２つの床２００ａ，２００ｂが端根太１１の長手方向に並べられて構成された
床の振動を説明するための模式図である。
【００６１】
　図６（ａ）は床の模式的断面図であり、図６（ｂ）は床の端根太１１の長手方向の１次
モードを示し、図６（ｃ）は床の端根太１１の長手方向の２次モードを示し、図６（ｄ）
は床の端根太１１の長手方向の３次モードを示し、図６（ｅ）は床の端根太１１の長手方
向の４次モードを示す。
【００６２】
　図６に示すように、床２００ａの一端側の端部および床２００ｂの他端側の端部の上下
に壁７０が設けられる。また、床２００ｂの上側に壁７０が設けられている。すなわち、
図５（ａ）を参照して説明したのと同様に、床２００ａの一端側の側根太１２および床２
００ｂの他端側の側根太１２は、下階および上階の壁７０で支持されているとともに、床
２００ｂの一端側寄りの床根太２０は、上階の壁７０で支持されている。
【００６３】
　なお、以下では、図中左の壁７０から上側に設けられた壁７０までの距離をＬ１１とし
、図中中央の壁７０から図中右の壁７０までの距離をＬ１２として説明する。
【００６４】
　距離Ｌ１１の範囲内における床２００ａおよび床２００ｂの一部は、それぞれ与えられ
る力に応じて床２００ａおよび床２００ｂに一次モード、二次モード、三次モードおよび
四次モードの振動が生じる。しかしながら、一次モードから四次モードまでのいずれにお
いても、壁７０からの距離がＬ１１の１／８以下の範囲内では、床２００ａの振幅が少な
い。すなわち、上階のみに設けられた壁７０の左側では壁７０に近接している部分のみに
天井用梁３０を設けることによって振動伝達率が最も低くなることを示している。
【００６５】
　また、同様に、距離Ｌ１２の範囲内における床２００ｂの一部は、それぞれ与えられる
力に応じて一次モード、二次モード、三次モードおよび四次モードの振動が生じる。しか
しながら、一次モードから四次モードまでのいずれにおいても、壁７０からの距離がＬ１
２の１／８以下の範囲内では、床２００ｂの振幅が少ない。すなわち、上階のみに設けら
れた壁７０の右側でも壁７０に近接している部分のみに天井用梁３０を設けることによっ
て振動伝達率が最も低くなることを示している。
【００６６】
　以上のことから、天井用梁３０を、上階のみに設けられた壁７０の左側では壁７０から
Ｌ１１の１／８以下の範囲内に、上階のみに設けられた壁７０の右側では壁７０からＬ１
２の１／８以下の範囲内に設けることにより、床２００ａ，２００ｂにおいて生じた振動
が固体伝搬成分により天井板６０に伝達されることを低減することができる。
【００６７】
　特に、天井用梁３０を壁７０から距離Ｌ１１，Ｌ１２の１／４以下の範囲内に設けた場
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合には、１次モードおよび２次モードの腹が含まれないため、１次モードおよび２次モー
ドに起因する天井の振動を低減することができ、天井用梁３０を壁７０から距離Ｌ１１，
Ｌ１２の１／６以下の範囲内に設けた場合には、１次モード、２次モードおよび３次モー
ドの腹が含まれないため、１次モード、２次モードおよび３次モードに起因する天井の振
動を低減することができ、天井用梁３０を壁７０から距離Ｌ１１，Ｌ１２の１／８以下の
範囲内に設けた場合には、１次～４次モードの腹が含まれないため、１次～４次モードに
起因する天井の振動を低減することができる。
【００６８】
　次に、壁７０の配置の具体例について説明する。図７（ａ１）～図７（ｂ２）および図
８（ａ１）～図８（ｂ２）は壁７０の配置例を示す模式図である。
【００６９】
　図７（ａ１）および図７（ａ２）は床２００ａの下に壁７０を設け、図７（ｂ１）およ
び図７（ｂ２）は床２００ａおよび床２００ｂの接触部分の上方に壁７０を設け、図８（
ａ１）および図８（ａ２）は床２００ａと床２００ｂとの接触部分の上下に壁７０を設け
、図８（ｂ１）および図８（ｂ２）は床２００ａと床２００ｂとの接触部分の下方に壁７
０を設けた。
【００７０】
　図７（ａ１）に示すように、床２００ａの下に壁７０を設けた場合、図７（ａ２）に示
すように、天井用梁３０は、壁７０の近傍に配置されることが好ましい。すなわち、床２
００ａの振動の節近くに天井用梁３０を設けることにより、天井板６０に伝達する振動を
最小限に抑制することができる。
【００７１】
　特に、一次モードから四次モードまでの振動を考慮すると、天井用梁３０の配置する位
置は、壁７０からの距離がＬ１ａ（Ｌ１ａ’）の１／４以下の範囲内であることが好まし
く、壁７０からの距離がＬ１ａ（Ｌ１ａ’）の１／６以下の範囲内であることがより好ま
しく、壁７０からの距離がＬ１ａ（Ｌ１ａ’）の１／８以下の範囲内であることがさらに
好ましく、壁７０からの距離が０に近いほど好ましい。
【００７２】
　その結果、床２００の振幅が最も小さい部分に天井用梁３０を配置させるので、床の振
動が、天井板６０に伝達することを抑制することができる。
【００７３】
　同様に、図７（ｂ１）、図８（ａ１）に示すように、床２００ａの上に壁７０を設けた
場合、図７（ｂ２）、図８（ａ２）に示すように、特に、一次モードから四次モードまで
の振動を考慮すると、天井用梁３０の配置する位置は、壁７０からの距離がＬ１ｂ（Ｌ１
ｂ’），Ｌ２ａ（Ｌ２ａ’）の１／４であることが好ましく、壁７０からの距離が０に近
いほどより好ましい。
【００７４】
　その結果、床２００の振幅が最も小さい部分に天井用梁３０を配置させるので、床２０
０の振動が、天井板６０に伝達することを抑制することができる。
【００７５】
　また、図８（ｂ１）に示すように、床２００ａ，２００ｂの下に壁７０を設けた場合、
図８（ｂ２）に示すように、特に、一次モードから四次モードまでの振動を考慮すると、
天井用梁３０の配置する位置は、壁７０からの距離がＬ２ｂ（Ｌ２ｂ’）の１／４である
ことが好ましく、壁７０からの距離が０に近いほどより好ましい。
【００７６】
　その結果、床２００の振幅が最も小さい部分に天井用梁３０を配置させるので、床２０
０の振動が、天井板６０に伝達することを抑制することができる。
【００７７】
　次に、図２に示した床‐天井構造１００の他の例について説明する。図９（ａ）～図９
（ｄ）は、床‐天井構造１００の他の例を示す平面図である。
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【００７８】
　図９（ａ）は、一方の端根太１１が２つの端根太１１ａ，１１ｂに分割され、端根太１
１ａ，１１ｂが補助的な側根太１２ａを介して連結され、かつ、一方の側根太１２と端根
太１１ｂが補助的な側根太１２ｂを介して連結されるとともに、適所に複数のころび止め
３５が設けられる床‐天井構造１００ａを示し、図９（ｂ）は、一方の端根太１１が２つ
の端根太１１ａ，１１ｂに分割され、端根太１１ａ，１１ｂが補助的な側根太１２ａを介
して連結される床‐天井構造１００ｂを示し、図９（ｃ）は、一方の端根太１１が３つの
端根太１１ｄ～１１ｆに分割され、端根太１１ｅと端根太１１ｄ，１１ｆが補助的な側根
太１２ｃ，１２ｄを介して連結されるとともに、適所に複数のころび止め３５が設けられ
る床‐天井構造１００ｃを示し、図９（ｄ）は、一方の端根太１１が３つの端根太１１ｄ
～１１ｆに分割され、端根太１１ｅと端根太１１ｄ，１１ｆが補助的な側根太１２ｃ，１
２ｄを介して連結される床‐天井構造１００ｄを示す。なお、これらの床‐天井構造１０
０ａ～１００ｄにおいては、補助的な側根太１２ｂが設けられておらず、側根太１２が延
長されていてもよいし、補助的な側根太１２ａ，１２ｃ，１２ｄが設けられておらず、床
根太２０が延長されていてもよい。
【００７９】
　図９（ａ）～図９（ｄ）に示すように、床‐天井構造１００ａ～１００ｄは、図２に示
すように、矩形状に限定されず、他の任意の形状を有してもよい。これらの場合において
も、壁７０の近傍のみに天井用梁３０を設けることにより、床から天井に伝わる振動を低
減することができる。なお、複数のころび止め３５は、本実施の形態においては、端根太
１１と同様の機能を有するものである。
【００８０】
　また、壁７０同士の間に少なくとも５本の床根太２０が配置されている場合には、天井
用梁３０は、各壁７０から２本目の床根太２０までの範囲内に設けられていることが好ま
しい。このようにすれば、壁７０に近接した位置に天井用梁３０が設けられるので、床板
５０の大きな振幅が天井板６０に伝達されず振動を低減することができる。
【００８１】
　また、本実施の形態では、側根太１２、床根太２０の全長に渡って壁が存在することと
して説明しているが、これに限定されず、構造物の建物における窓またはドアが壁の一部
に存在することとしても同様の効果を得ることができる。また、壁に限らず、他の任意の
別部材、例えば柱等により支持されていてもよい。
【００８２】
　以上のように、本願発明に係る床‐天井構造においては、床２００に力が作用し、振動
が生じた場合、端根太１１および側根太１２からなる枠体に振動が伝達される。一対の側
根太１２および複数の床根太２０で構成される根太群のうちの１つまたは複数の根太が壁
７０に支持されているので、前記枠体における当該壁７０に支持される根太に対応する位
置の振動が小さくなり、その位置から離れた箇所の振動が大きくなる。したがって、前記
壁７０の近傍にのみ天井用梁３０を設けることにより、天井用梁３０の振動を低減させる
ことができるため、床板５０から天井板６０に伝達される振動を低減させることができる
。
【００８３】
　その結果、簡易な構造で広い周波数帯域の衝撃音を低減することができる。特に、重量
床衝撃音は、固体伝搬成分の寄与度が大きいため、天井用梁３０の振動を低減させること
により重量床衝撃音を低減することができる。
【００８４】
　＜実施例Ａ＞
　（実施例１～３）
【００８５】
　実施例１～３として、壁７０からの距離Ｌ／４の範囲内に天井用梁３０を設けた場合（
図１３（ａ）参照）、壁７０からの距離Ｌ／６の範囲内に天井用梁３０を設けた場合（図
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１３（ｂ）参照）、壁７０からの距離Ｌ／８の範囲内に天井用梁３０を設けた場合（図１
３（ｃ）参照）についての床から天井への振動伝達率についてシミュレーションを行なっ
た。
【００８６】
　なお、シミュレーションの条件としては、床板上面１点を加振したときの天井板の振動
を有限要素法により計算した。加振点は、重量床衝撃音をＪＩＳ　Ａ１４１８に基づいて
従来構造において実験した際に最大の重量床衝撃音を発生した加振点を選択した。なお、
天井振動は、ほぼ均等に配置した複数点の振動速度の和を代表値として用いた。
【００８７】
　（比較例１）
　比較例１として床‐天井構造の全面に天井用梁３０を設けた従来構造（図１３（ｄ）参
照）の床から天井への振動伝達率についてシミュレーションを行なった。
【００８８】
　図１０は、実施例１～３および比較例１における床から天井への振動伝達率を示す図で
ある。
【００８９】
　図１０の縦軸は振動伝達率（ｄＢ）を示し、横軸は周波数（Ｈｚ）を示す。ここで、振
動伝達率（ｄＢ）は、天井板振動速度代表値を床板加振点振動速度で除算したものを対数
で表したものである。
【００９０】
　＜評価＞
　図１０に示すように、一般に重量床衝撃音のＬ等級を決定する周波数帯域（５０Ｈｚバ
ンド（４４．７Ｈｚ～５６．２Ｈｚ））において、比較例１、実施例１、実施例２、実施
例３の順番に振動伝達率が低減されていることが確認できた。よって、壁７０からの距離
が、Ｌ／４、Ｌ／６、Ｌ／８の順で天井振動の低減が大きくなることが確認できた。
【００９１】
　＜実施例Ｂ＞
　次に、上記実施例３および比較例１の条件と同様にして、重量床衝撃音および軽量床衝
撃音をＪＩＳ　Ａ１４１８に基づいて測定した。
【００９２】
　図１１および図１２は、重量床衝撃音および軽量床衝撃音の測定結果を示す図である。
【００９３】
　図１１の縦軸は重量床衝撃音レベル（５ｄＢ／ｇｒｉｄ）を示し、図１２の縦軸は軽量
床衝撃音レベル（５ｄＢ／ｇｒｉｄ）を示し、図１１および図１２の横軸は１／１オクタ
ーブバンド中心周波数（Ｈｚ）を示す。
【００９４】
　図１１に示すように、実施例３は、比較例１と比較して周波数が６３Ｈｚバンド以上１
ｋＨｚバンド以下の範囲の重量床衝撃音レベルで５ｄＢ程度の低減を確認することができ
た。また、２ｋＨｚバンド，４ｋＨｚバンドで１０ｄＢの低減を実現することができた。
【００９５】
　一方、図１２に示すように、実施例３は、比較例１と比較して周波数が６３Ｈｚバンド
，１２５Ｈｚバンドで軽量床衝撃音レベルで３ｄＢの低減を実現することができ、２５０
Ｈｚバンド以上４ｋＨｚバンド以下の範囲内で２ｄＢの低減を確認することができた。
【００９６】
　本発明に係る床‐天井構造は、床板５０が床板に相当し、床根太２０が床根太に相当し
、側根太１２が側根太に相当し、端根太１１が端根太に相当し、天井用梁３０が天井用梁
に相当し、天井板６０が天井板に相当し、床‐天井構造１００が床‐天井構造に相当し、
壁７０が壁に相当し、吊り部材３１が吊り部材に相当し、野縁３３が野縁に相当し、野縁
受け３２が野縁受けに相当する。
【００９７】
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　なお、前記実施の形態では、天井用梁３０を壁７０の近傍にのみ設けているが、例えば
天井支持部を構成する天井用梁３０、吊り部材３１、野縁受け３２、野縁３３のうち少な
くとも１つを壁７０の近傍以外の領域に設けないようにしても、床板５０から天井板６０
に伝達される振動を低減させることができる。
【００９８】
　例えば、天井用梁３０を壁７０の近傍以外の領域に設けたとしても、吊り部材３１を壁
７０の近傍以外の領域に設けなければよい。あるいは、天井用梁３０および吊り部材３１
を壁７０の近傍以外の領域に設けたとしても、野縁受け３２または野縁３３を壁７０の近
傍以外の領域に設けなければよい。
【００９９】
　また、壁７０の近傍以外の領域では、天井用梁３０、吊り部材３１、野縁受け３２、野
縁３３のうち少なくとも１つをその他のものに連結しないようにして、その１つがその他
のものと離間した状態で独立して変位可能となるようにしても、床板５０から天井板６０
に伝達される振動を低減させることができる。すなわち、壁７０の近傍の領域においての
み、天井用梁３０、吊り部材３１、野縁受け３２、野縁３３の全てが連結されていればよ
い。
【０１００】
　なお、上述した実施の形態および各変形例においては、野縁受け３２は省略可能であり
、野縁３３を直接吊り部材３１に取り付けるようにしてもよい。
【０１０１】
　本発明は、上記の好ましい一実施の形態に記載されているが、本発明はそれだけに制限
されない。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が他になされるこ
とは理解されよう。さらに、本実施形態において、本発明の構成による作用および効果を
述べているが、これら作用および効果は、一例であり、本発明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】第１の実施の形態に係る床‐天井構造の一例を示す斜視図
【図２】図１の床‐天井構造の平面図
【図３】天井用梁の詳細を示す模式的斜視図
【図４】（ａ）は床‐天井構造の構造を示す断面図、（ｂ）は床板に力が与えられた場合
の挙動を説明するための図
【図５】（ａ）は床の模式的断面図、（ｂ）～（ｅ）はそれぞれ床の１次～４次モードを
示す模式図
【図６】（ａ）は床の模式的断面図、（ｂ）～（ｅ）はそれぞれ床の１次～４次モードを
示す模式図
【図７】（ａ１）、（ａ２）、（ｂ１）、（ｂ２）は壁の配置例を示す模式図
【図８】（ａ１）、（ａ２）、（ｂ１）、（ｂ２）は壁の配置例を示す模式図
【図９】（ａ）～（ｄ）は床‐天井構造の他の例を示す平面図
【図１０】実施例１～３および比較例１における振動伝達率を示す図
【図１１】重量床衝撃音実験測定結果を示す図
【図１２】軽量床衝撃音実験測定結果を示す図
【図１３】（ａ）～（ｃ）はそれぞれ実施例１～３を示す図、（ｄ）は比較例１を示す図
【符号の説明】
【０１０３】
　１１　端根太
　１２　側根太
　２０　床根太
　３０　天井用梁
　３１　吊り部材
　３２　野縁受け
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　３３　野縁
　３０　複数の天井用梁
　５０　上階の床板
　６０　下階の天井板
　７０　壁
　１００　床‐天井構造
　２００ａ，２００ｂ　床

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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